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平成１８年度 第１回 函館市恵山地域審議会会議録 

開催日時  平成１８年７月１９日 水曜日 １４時００分～１５時２７分 

開催場所  函館市恵山支所 ２階 大会議室 

内  容 議 題 
 （１）前回の意見等の集約結果と取組状況について 
  （２）平成１７年度事業の実施報告について 
 （３）報告事項 

     ア 恵山地域における高等学校再編について 
イ 恵山総合体育館・恵山高等学校におけるアスベストの対応に 
ついて 
ウ 道道函館恵山線（日浦～豊浦間）開通に伴う路線バスの運行 
について 
エ 地域審議会委員の欠員補充の取り扱いについて 

（４）地域振興全般に関する意見交換について 
 （５）その他 

出席委員  斉藤会長  藤原副会長  松浦委員  二木委員  東福委員 
 斉藤委員  芹田委員   及川委員  佐々木委員 

（計９名） 
 
・報道関係  函館新聞社 

（計１社） 

欠席委員  湊委員  成田委員  中村委員  横手委員  竹内委員 

事務局の出

席者の職 
氏 名 

 工藤  篤 恵山支所長 
 石田 徹也 恵山副支所長 
沢田 弘政 恵山支所地域振興課長 
小田 千里 恵山支所住民サービス課長 
 成田 正義 恵山支所保健福祉課長 
安田 政信 恵山支所産業課長 
平島 富士雄 恵山支所参事 
木村 周治 恵山支所建設課長 
 大坂 光秋 恵山教育事務所副所長 
 中野 文治 恵山高等学校事務長 
 笹田 英一 恵山共同給食調理場長 
 高  裕彰 恵山病院事務長 

 佐藤 洋一 企画部地域振興課長 
 進藤 昭彦 企画部地域振興課主査 
 
 佐賀井 学 恵山支所地域振興課主査 
 上野 正人 恵山支所地域振興課主事 
田中 修一 恵山支所地域振興課主事 

 
（計１７名） 
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１ 開 会（１４時００分） 

 平成１８年６月３０日に逝去された本審議会委員 上遠野 勝實 氏に対
し，全員で黙祷を捧げた。 

２ 会長あいさつ 

斉藤会長 
 
 

事務局 

（あいさつ） 
 
＜あいさつ終了後＞ 
人事異動により，事務局に変更があったので紹介する。 

３ 出席委員の報告 

斉藤会長 それでは，ただいまから，平成１８年度第１回函館市恵山地域審議会を開

催する。 

会議次第の３ 出席委員の報告について，本日の出席委員は９人と，過半

数を超えているので，地域審議会の設置に関する規程第８条第３項の規定に

より，会議は成立した。 

４ 議 題 

 
 

斉藤会長 
 
 
 

事務局 
 

斉藤会長 
 

二木委員 
 
 

安田課長 
 
 

工藤支所長 
 
 

（１）前回の意見等の集約結果と取組状況について 

 

会議次第の４ 議題(1)前回の意見等の集約結果と取組状況について事務

局から説明させる。 

 

（説明） 

 前回の意見等の集約結果と取組状況について 

 

何か質問，意見はないか。 

 

 火災保険に加入しているということだが，請求する金額が確定していな

いということなのか？ 

 

 現在は概算で請求しているが，工事請負金額が決まり次第，変更申請を

し，額が確定することとなる。 

 

保険が１００％適用になるというところまでにはなっていない。保険側

からは確実な回答をもらっていないため，可能性があるということで事務

を進めている。 



 - 3 - 

 
東福委員 

 
 

安田課長 
 
 

斉藤委員 
 
 

工藤支所長 
 
 
 
 
 

東福委員 
 
 

工藤支所長 
 
 
 
 
 

東福委員 
 
 

工藤支所長 
 
 
 
 

東福委員 
 
 
 
 

斉藤会長 

 

 故障原因については，メーカーおよび関連会社の責任はない，またはこ

れに近い回答であるが，今後修理をした後に再発の可能性がないのか？ 

 

再発防止策および点検により，トラブルを未然に防ぐよう最大の努力を

したい。 

 

今回の故障は，災害によるものなのか人為的なものなのか？再発はないの

か？ 

 

再発の可能性については，現在のところわからない。故障原因における

メーカー等の責任については，既に保証期間が過ぎているため，問うこと

ができない。また，重大な過失にあっては別の考え方があるが，保証期間

が過ぎていることから，市が原因を特定し，対応していかなければならな

い。 

 

部品を交換するということだが，その部品についての保証はどうなって

いるのか？取り決めはしないのか？ 

 

（本風力発電機は）運転を開始してから３年の保証（当初２年保証だった

が，１年延長になった）だったが，ドイツのメーカーであることから，こ

ちら側に有利な契約ができなかった。また，今回の部品についてはすべて

交換するのではなく，改良の部品であるため，今まであったものに追加す

るものであると聞いている。 

 

有償で修繕するのであれば，保証を求めるべきである。また，何ヶ月も

稼働しない状態が続いており，放置しているのと同然である。 

 

日本人の感覚と違い，ドイツとのやりとりではこちらの常識が通用しな

いところに悩みがあり，放置しているかのような見方をされるが，与えら

れた条件の中でなんとか対応しているという状況なのでご理解をいただき

たい。 

 

日本人とドイツ人との考えの違いと言われるとそれまでだが，そのよう

な努力をしていただきたい。 

 

（２）平成１７年度事業の実績報告について 

 

続いて，議題(2)平成１７年度事業の実績報告について事務局から説明さ
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事務局 
 
 

斉藤会長 
 
 
 
 
 

斉藤会長 
 
 
 

大坂副所長 
 

大坂副所長 
 

沢田課長 
 

沢田課長 
 

斉藤会長 
 

二木委員 
 
 

沢田課長 
 
 
 
 

斉藤会長 
 
 

沢田課長 
 
 

せる。 

 

（説明） 

 平成１７年度事業の実績報告について 

 

 何か質問，意見はないか。 

 

＜質問，意見なし＞ 

 

（３）報告事項 

 

続いて，議題(3)報告事項について，アからエまで一括して事務局から説

明させる。 

  

（説明） 

ア 恵山地域における高等学校再編について 
 
イ 恵山総合体育館・恵山高等学校におけるアスベストの対応について 
 
ウ 道道函館恵山線（日浦～豊浦間）開通に伴う路線バスの運行について 
 
エ 地域審議会委員の欠員補充の取り扱いについて 
 

 何か質問，意見はないか。 

 

地域審議会委員の欠員の関係について，地域審議会の設置に関する規程等

に抵触することがないと理解してよろしいか？ 
 

 地域審議会の設置に関する規程で，「審議会は，１５人以内の委員をもっ

て組織する。」となっているので抵触しない。 
 

（４）地域振興全般に関する意見交換 

 

次に，議題(4)地域振興全般に関する意見交換に入る。事務局から何か補

足することはあるか。 

 

地域審議会を平成１６年度に２回，平成１７年度に３回開催し，今回が６

回目となるので，委員の皆様には地域審議会の位置付け等について理解した

段階で，今後の地域振興に関する意見・提言，住民サービスなどで普段から
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斉藤会長 
 

芹田委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

成田課長 
 
 
 

小田課長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

芹田委員 
 
 
 
 
 
 
 
 

疑問に感じている点などについて意見を出していただきたい。 

 

 事務局から説明があったが，意見等はないか。 

 

 旧火葬場について，昭和５２年４月頃に供用を開始し，その後合併によ

り閉鎖となったが，現在はどのような状態になっているのか？ 

 また，ある人が旧火葬場の納骨堂のところに，お地蔵さんを安置してく

れたと聞いているが，現在はどのような状態になっているのか？ 

 お盆も近づいているが，どこの墓地であっても，ごみの処理に苦慮して

いる。戸井地区から旧函館市側では，墓地内の１カ所にごみ箱が設置され

ており，市で回収しているところが多々あるが，恵山管内の墓地ではごみ

がポイ捨てされ，そのごみを犬，きつね，たぬきが持ち出して散らかし，

風が吹くたびにあちこち飛んで歩くという話がお寺に来る。市で対処して

ほしい。 

 

 火葬場については，平成１７年３月に廃止の手続きを取っている。お地

蔵さんは火葬場の横にあるが，解体費の予算には含まれていないため，来

年度の予算要求において移転費用について検討したい。 

 

 墓地のごみの処理については，市の条例では使用者が責任を持って管理

するとなっており，一部の墓地では互助会のようなものを作り，年会費を

取って，みんなで管理しているという話を聞いているので，ぜひそのよう

にしていただきたい。ごみの不法投棄については，支所からも町内会や使

用される方にお願いしているが，一部の人間により不法投棄が行われてい

る。不法投棄は犯罪であるので，お寺さんから檀家さんなどに不法投棄が

ないようお願いしていただきたい。また，不法投棄に関しての広報につい

ては環境部で実施しているほか，支所独自でも啓発活動を行っており，ク

リーンセンターの職員が体制を組んで，墓地に限らず見回りをするなどの

対策をとっている。 

 

 広報や町内会の大きな行事で何度も啓発をお願いしたい。お寺からもご

みの持ち帰りについてお願いしているが，別の考え方がありましたら，教

えていただきたい。 

 古武井川の上流の方に日の浜団地があるが，その方向からいろいろな物

が流れてきており，下流の排水溝が詰まり，小雨でも玄関に水が入ってく

ることがあると２，３回聞いているが，布団などは故意に流されたと思わ

れる。下流にある古武井橋の付近は特に汚く，観光の面からもきれいにす

るべきである。 

 次に恵山の鍾乳洞について，観光との関係など，現在はどのような状態
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大坂副所長 
 
 
 
 
 

工藤支所長 
 
 
 
 

小田課長 
 
 
 
 
 
 
 

二木委員 
 
 
 
 
 

木村課長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐々木委員 
 

なのか？ 

 

 恵山鍾乳洞については，現状のまま保存している状況である。今後につ

いては打ち合わせをしているところであり，手が付けられていない状態で

ある。鍾乳洞に行くまでには急傾斜地があり，また民地を通ることになる

ため，今後の取り扱いに苦慮しているが，保存をしていかなければならな

いと認識しており，しばらく時間をいただきたい。 

 

 現実的には観光に使用するのは難しいと考えている。鍾乳洞の場所は崖

の中央にあり，中そのものが小さいので，人が入ることにより壊れてしま

う可能性がある。このため，保存するしかないものと考えているが，改め

て教育委員会の方で考えていただきたい。 

 

 古武井川に布団などが捨てられているとのことだが，パトロールから報

告も聞いていなかったので，現地を見てそのごみを確認し，所有者を確定

できる証拠があれば，当該者に対して警告し撤去させることになるが，ほ

とんどのごみは，所有者が不明であるのが現状である。 

 また，防災無線で何回か放送したが，不法焼却の関係で管内をパトロー

ルし啓発を行ったが，不法焼却も犯罪であるため，もし皆さんがそのよう

な現場を見たときは，注意していただきたい。 

 

 国道沿いの雑草の駆除が例年では４月の上旬に行われているが，財政難

が原因なのか今年はまだであり，衛生上および環境上いかがなものか？ 

また，道道沿いに雑草駆除の一環なのか大量の塩化ナトリウムが蒔かれ

ており，このまま雨が降って海に流れるとどうなってしまうのか心配であ

るとの声が寄せられている。 

 

国道および道道の草刈りは，財政難により昨年も１回程度しか行われて

いない現状である。特に女那川橋の付近は曲線で見通しが悪く，過去に事

故があったこともあり，歩道についても草によって歩けない状況であった

ことから国に働きかけ，地域のお祭りまでに草刈りを先行して実施した経

緯がある。財政難ということであるが，今後とも地域の事故等の防止のた

めにも，国および道に働きかけていきたいと考えている。 

塩化ナトリウムの件については情報が入っていなかったため，調査した

い。なお，冬期間については除雪費がかさむことから，塩化カルシウムに

頼っているのが現状であるが，事故等の防止のためご理解いただきたい。 

 

恵山海浜公園の草刈りの時期が遅く，６月末には１メートル以上伸びて

いて子供がすっかり隠れるくらいになっており，観光客からも苦情が寄せ
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以上，平成１８年度第１回函館市恵山地域審議会会議録と確認する。 
                会 長                  印 

 
 

安田課長 
 
 
 
 
 

斉藤会長 
 

沢田課長 
 
 
 
 
 
 

斉藤会長 
 

佐々木委員 
 
 
 

成田課長 
 
 
 

斉藤会長 
 
 
 
 

られている。どうなっているのか？ 

 

ご指摘のとおり今年度は遅れており，先日第１回目の草刈りが終わりま

した。次は納涼祭りの前を予定している。遅れたことについては，大変申

し訳なく思っている。 

 

５）その他 

 

次に，議題(5)その他であるが，事務局から何かあるか。 

 

 地域審議会委員の任期満了に伴う公募委員の公募について若干説明する

が，地域審議会の委員の任期は２年間となっており本年１１月３０日をもっ

て任期満了となる。このうち公募委員は２名としており，今後詳細について

は協議のうえ，公募記事を１０月号の市政はこだてに掲載する予定となって

いる。なお，他の委員の選任については，１１月下旬までに内定し，１２月

１日付けで新委員の委嘱を行う予定であるのでお知らせする。 
 
全体を通して何か質問・意見はないか。 

 
 知的障がい者が学校卒業後に同年代の子供たちがいる環境の中で学び，暮

らすと，社会性が身に付き伸びていくと思うが，これらに対する取り組みは

どうなっているのか。 
 
 知的障がい者をサポートする学校がある。該当する方からに問い合わせが

あった場合，それらの学校と連絡を取り，どのような手続きが必要か調査す

るなど対処していきたい。 
 
以上で，本日の日程はすべて終了した。 
次回の開催は，１０月を予定している。 
 日程，議題内容については，正副会長に一任願いたいと思うが，よろしい

か。 
平成１８年度第１回函館市恵山地域審議会を終了する。 

 
 

５ 閉 会（１５時２７分） 


